
令和５年１１月６日 改訂 

関係各位 

病院実習、病院見学の受入れについて 

センター長 遠藤 俊輔 

 

 平素より大変お世話になっております。 

 当センターでは、以下の内容を遵守いただくことを条件に受入れを行っております。 

 

【当センターの方針】 

〇緊急事態宣言が発出された場合 

１ 緊急事態宣言が発出されている都道府県からの実習、見学は受入れません。 

２ 埼玉県に緊急事態宣言が発出された場合は、受入れを制限します。 

３ 実習期間中に緊急事態宣言が発出された場合は、新規の実習、見学は受入れず、継続中の実習は、実習

の進捗状況を見て協議します。 

〇まん延防止等重点措置が発出された場合 

 １ まん延防止等重点措置が発出された場合であっても(都道府県を問わず)、原則として実習、見学の受け

入れを継続する方針です。 

２ ただし、当センターから特段指示があった場合には従っていただきます。 

 

【病院実習、病院見学受入の条件】 

１ 来院までの１週間及び在院期間内に同居者も含めて発熱、気道症状、味覚・嗅覚異常などの症状がないこ

と。 

２ 日常生活において新型コロナウイルス感染症を踏まえた新たな生活様式を実践していること。 

３ 病院来院前１週間、下記の行動・参加について自粛すること。 

① 多人数での食事会、宴会等（対面１５分以上の話しながらの食事を含む） 

② 不特定多数と長時間屋内で過ごすイベント等 

（例）接待を伴う飲食店、カラオケ、ライブハウス、スポーツジム等 

４ 医療関係に従事する方は 

① 勤務する医療機関で院内感染がないこと。 

② 勤務中に標準予防策を徹底していること。 

５ 病院内ではサージカルマスクの常時着用とともに手指衛生を含めた標準予防策を徹底すること。 

６ 実習、見学前に新型コロナワクチン３回目接種を受けていることが望ましい。 

７ 新型コロナワクチン３回目接種を受けていない場合には、実習、見学期間前日に抗原検査キットなどによ

り陰性を確認することが望ましい。 

 

なお、実習に際しては別添の「誓約書」のご提出をお願いしております。ご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 



 

自治医科大学附属さいたま医療センター 

センター長  遠藤 俊輔  殿 

 

誓約書 

 

 自治医科大学附属さいたま医療センターでの病院実習、病院見学、採用試験を行うにあたり、新型コロナウ

イルス等による感染拡大防止のため、下記の各項を確認・承諾し、誓約いたします。 

 

 

記 

 

 

下記☐の全てに✓を入れ、氏名を自署で記入してください。 

 

☐１．来院前１週間に同居者を含めて発熱、気道症状、味覚・嗅覚異常などの症状がないことを報告します。

また、来院後に同居者を含めて症状が出現した場合は速やかに申し出て指示に従います。 

☐２．来院前１週間に下記の行動・参加を自粛します。 

① 多人数での食事会、宴会等（対面１５分以上の話しながらの食事を含む） 

② 不特定多数と長時間屋内で過ごすイベント等 

（例）接待を伴う飲食店、カラオケ、ライブハウス、スポーツジム等 

☐３．病院内ではサージカルマスクの常時着用とともに手指衛生を含めた標準予防策を徹底します。 

☐４．日本国政府または埼玉県知事による緊急事態宣言等が発せられ、病院実習、病院見学、採用試験が中止

となる場合は、自治医科大学附属さいたま医療センターの指示に従うことに同意します。 

☐５．緊急事態宣言等により病院実習、病院見学、採用試験が中止になった場合は異議を申し立てません。 

 

以上 

 

 

令和  年  月  日 

 

氏名（自署）                


